
 

 

 

 

 

松江市空き家対策包括業務委託 

プロポーザル実施要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 7 年 3 月 

 

松江市 まちづくり部 住宅政策課 

  
 



1 

松江市空き家対策包括業務を委託するにあたり、次のとおりプロポーザルを実施する。 
 

1 業務の概要 
(1) 業務名 

松江市空き家対策包括業務委託 
(2) 業務の目的等 

本業務は、「第２次松江市空家等対策計画（以下、計画）」に基づき、市民から寄せられる相談に
対し、専門的な知識や技術を活かして、解決まで切れ目なく総合的かつ迅速な対応を行うことで、
空家対策の推進を図るものであり、相談者への真摯な対応及び専門的な知見が求められる。 

したがって本業務は価格競争のみではなく、業務に関する公平性、専門性及び相談への対応力等
について総合的に勘案し、プロポーザル方式により最適な事業者を選定する 

(3) 業務内容 
別紙「松江市空き家対策包括業務委託基本仕様書」（以下、「基本仕様書」という。）のとおり。 

(4) 委託期間 
契約締結日の翌日から令和 10 年 3 月 31 日（金）までとする。 

(5) 提案上限額 
23,820,000 円とし、各年度の上限額は以下のとおりとする。 
 令和 7 年度分 6,740,000 円 
 令和 8 年度分 8,540,000 円 
 令和 9 年度分 8,540,000 円 
※いずれも消費税及び地方消費税相当額を含む額。 
※この提案上限額は、本業務の上限額を示したもので、予定価格ではない。 

(6) 実施形式 
公募型プロポーザル方式とする。 

 
2 プロポーザル参加資格 

本業務のプロポーザルに参加する者は、以下の要件を満たすこと。 
(1) 単独企業による参加であること。 
(2) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当しないこと。 
(3) 本市において、指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。また、指名の停止を受けた

が、すでにその停止期間を経過していること。 
(4) 令和 4･5･6 年度の松江市入札参加資格者名簿（測量・建設コンサル）の業種「建築関係建設コン

サルタント（その他調査）」に登録され、令和 7･8 年度の業者登録申請済みの者であり、かつ松江
市内に本社を有する者であること。 

(5) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成 11
年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立がなされていないこと。 

(6) 会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 475 条若しくは第 644 条の規定に基づく清算の開始、又は破
産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条若しくは第 19 条の規定に基づく破産手続開始の申立がな
されていないこと。 
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(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号に規定す
る暴力団又は同条第 6 号に規定する暴力団員が経営に関与していないこと。 

(8) 所得税又は法人税、法人市民税、固定資産税、法人事業税、消費税及び地方消費税のほか、義務
付けられている租税公課を滞納していないこと。 
 

3 スケジュール 

 ※審査結果の通知後、契約候補者と協議の上契約を締結する。 
 
4 実施要領及び基本仕様書等の交付方法 

以下の場所で配布する。なお、郵送による配布は行わない。 
(1) 松江市役所別館 3 階 まちづくり部住宅政策課 
(2) 松江市ホームページに掲載 
【ホームページアドレス】https://www.city.matsue.lg.jp/ 

 
5 実施要領及び基本仕様等に関する質問 

本プロポーザルに関する質問がある場合は、下記により質問すること。 
(1) 質問のできる者 

「２ プロポーザル参加資格」の要件を満たしている者で、かつ参加申込書類を提出したものある
いは提出する意思のある者とする。 

(2) 受付期間 
令和 7 年 3 月 24 日（月）～令和 7 年 3 月 28 日（金） 午後 5 時まで 

(3) 質問方法 
質問書（様式６）を使用し、受付期間内に下記メールアドレス宛に提出すること。これ以外の方

法では受け付けない。なお、件名は「【質問】松江市空き家対策包括委託業務」とすること。 

提出先：akiya@city.matsue.lg.jp（松江市まちづくり部住宅政策課） 
なお、質問の電子メールを送付後、担当者まで電話にて送信した旨を連絡をすること。 

 日時 内容
 令和 7 年 3 月 24 日（月） 

～令和 7 年 4 月 4 日（金）
参加表明書類の受付期間 

午後 5 時受付〆切
 令和 7 年 3 月 24 日（月） 

～令和 7 年 3 月 28 日（金）
基本仕様書に関する質問受付期間 
 午後 5 時受付〆切

 令和 7 年 4 月 1 日（火） 基本仕様書等に関する質問回答 
 午後 5 時までに市ホームページに掲載

 令和 7 年 4 月 8 日（火） 参加資格審査結果の通知
 令和 7 年 4 月 11 日（金） 辞退届の提出期限 午後 5 時〆切
 令和 7 年 4 月 11 日（金） 企画提案書類の提出期限 午後 5 時〆切
 令和 7 年 4 月 16 日（水）（予定） 審査実施（書類審査のみ）
 令和 7 年 4 月 17 日（木）（予定） 審査結果の通知
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(4) 回答方法 
回答は令和 7 年 4 月 1 日（火）午後 5 時(予定)までに松江市公式ホームページに掲載し、個別に

は回答しない。 
 

(5) その他 
評価基準に関する質問は受け付けない。また、質問を行った者の名称は公表しない。  

 
6 応募手続き 

応募に係る手続きは、以下のとおりとする。「２ プロポーザル参加資格」を確認のうえ、必要書類
を受付期間内に提出すること。なお、基本仕様書に示す業務内容を理解のうえ提案すること。 

(1) 提出期限 
参加表明書類の提出期限は令和 7 年 4 月 4 日（金）午後 5 時必着とする。 
企画提案書類の提出期限は令和 7 年 4 月 11 日（金）午後 5 時必着とする。 

(2) 提出書類 
l 参加表明書類【提出部数 各 1 部】 
①（様式１）参加申込書 
②（様式２）誓約書 
l 企画提案書類【提出部数 各 6 部（正本 1 部・副本 5 部）】 
③（様式３）業務実施体制書 
④（様式４）企画提案書 
⑤（様式５ー１）見積書 
⑥（様式５－２～５－４）経費内訳書 

基本仕様書の内容により見積るものとし、消費税及び地方消費税相当額を含んだ額を記載するこ
と。見積額の詳細について、各年度ごとに基本仕様書 8.契約数量のすべての項目に基づく金額を
記載した内訳書を添付すること。 

(3) 提出方法 
(2)に掲げる提出書類を郵送（締切日必着）にて送付、又は下記の提出場所に直接持参し提出す

ること。（直接持参する場合は、土日祝日を除く午前 9 時から午後 5 時までの間受付を行う。） 
なお、提出書類は下記メールアドレス宛にも送付すること。 

送付先：akiya@city.matsue.lg.jp（松江市まちづくり部住宅政策課） 

(4) 提出場所 
松江市まちづくり部住宅政策課（〒690-8540 松江市末次町 86 番地） 

 
7 辞退 

参加申し込み後に辞退する場合は、下記により届け出ること。 
① 提出書類及び提出期限 

様式７「辞退届」を令和 7 年 4 月 11 日（金）午後 5 時（必着）までに提出すること。 
② 提出方法 
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次のいずれかの方法で提出すること。 
ž松江市まちづくり部住宅政策課（〒690-8540 松江市末次町 86 番地）へ持参 
ž松江市まちづくり部住宅政策課（〒690-8540 松江市末次町 86 番地）へ書留郵便又はそれに準ず

る送付方法により郵送 
 
8 審査 

(1) 評価方法 
参加申し込みを行った事業者のうち、参加資格要件を満たすと認められた事業者について、「松

江市空き家対策包括業務プロポーザル審査委員会」（以下「審査会」という。）において、各事業者
から提出された「提出書類」により別表「評価基準表」に基づき審査を行う。 

審査方法について、プレゼンテーション審査は行わず、書類審査のみ行う。 
なお、参加資格要件の審査結果通知は応募したすべてのものに電子メールで通知する。 

(2) 契約候補者の決定方法 
各審査委員の評価点合計得点を合算した総合計点が最も高い事業者を、第 1 位の契約候補者とし

て選定する。ただし、各審査委員の評価点合計得点は 60 点を最低基準とし、これを満たさない提
案者は原則選定しないものとする。 

なお、各審査委員の評価点合計得点を合算した総合計点が第 1 位の契約候補者の次に高かった事
業者を、第 2 位の契約候補者として選定し、第 1 位の契約候補者に不測の事態等が生じた場合は、
第 2 位の契約候補者を第 1 位に繰り上げるものとし、評価点が同点の事業者が 2 者以上あるとき
は、信頼性の評価点が高い事業者を上位とする。 

(3) 審査結果の通知・公表 
審査結果は、参加申込書に記載された連絡先へ電子メールで通知するほか、契約候補者決定につ

いては市ホームページで公開する。 
なお、審査結果に関する理由等については公表しない。 

(4) 審査に係る留意事項 
① 企画提案者の失格に関する事項 

企画提案者が審査委員又は関係者に本プロポーザルに関する支援を直接または間接に求めた場
合、失格とし、別途通知する。 

② 企画提案者の無効に関する事項 
次のいずれかの事項に該当する場合は、無効とし、別途通知する。 
ž提出期限、提出先及び提出方法に適合しないもの 
ž指定する様式に適合しないもの 
ž記載すべき事項の全部または一部が記載されていないもの 
ž虚偽の内容が記載されているもの 
ž前記「1(5) 提案上限額」を超えたもの 
ž前記「2 プロポーザル参加資格」を満たしていない者による企画提案 

③ 制約事項 
ž提出書類の作成及び提出により生じる費用は、全て提案者の負担とする。 
ž提出された書類等は、事業者の選定以外には、提案者に無断で使用しない。 
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ž提出された書類等は、事業者の選定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成することがあ
る。 
ž本市が認めた場合を除き、提出期限後の提出書類の変更、差し替え又は再提出は認めない。 
ž複数の企画提案書の提出はできない。 
ž提出された書類は、すべて返却しない。 
ž提出書類について、本市より問い合わせを行う場合がある。 

 
9 契約に関する基本事項 

契約候補者に選定された者と本市が協議し、事業実施に係る仕様を確定させたうえで、契約（随意契
約）を締結する。契約にあたっては、基本仕様書で示した業務内容を遵守するとともに、提案された内
容を基本とする。 
 
10 問い合わせ先 

松江市 まちづくり部 住宅政策課 空家対策係 
〒690-8540 松江市末次町 86 番地 
電話番号：0852-55-5346 
Ｆ Ａ Ｘ：0852-55-5552 
メ ー ル：akiya@city.matsue.lg.jp 
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（別表）             
松江市空き家対策包括業務に関するプロポーザル審査 

評 価 基 準 表 

【選任委員１人当たり】 

 

 
審査項目 参考書類 評価の視点 配点

 

信頼性

⑴ 人員体制 業務実施体制書
本業務を円滑かつ確実に実施するうえで

必要な体制が整っているか。
10

 
⑵ 業務実績 業務実施体制書

本業務と同種又は類似業務の実績があり、

本業務を遂行可能と判断できる知識を有

しているか。

10

 
⑶ 業務遂行能力 業務実施体制書

苦情処理を含む相談対応をはじめ、様々な

相談に対して公平かつ真摯な対応を行う

ことが期待できるか。

10

 

業務理解度

⑴ 本市の空家対策の理解

度
企画提案書

本市の空家対策の状況や経過等を踏まえ、

本業務の目的、仕様の内容を理解している

か。

10

 
⑵ 不動産団体との連携 業務実施体制書

不動産団体と良好な関係を築き、連携でき

る体制が整っているか。
10

 ⑶ 不動産団体以外の専門

家との連携
業務実施体制書

不動産団体以外の専門家と連携できる体

制が整っているか。
10

 

企画提案力

⑴ 空き家相談窓口の設

置・運営
企画提案書

空家相談窓口の設置・運営について、有効

かつ実現可能性のある提案がなされてい

るか。

10

 
⑵ 空き家相談センターの

運営
企画提案書

空き家相談センターの運営について、有効

かつ実現可能性のある提案がなされてい

るか。

10

 
⑶ 空き家バンクの運営 企画提案書

空き家バンクの運営について、有効かつ実

現可能性のある提案がなされているか。
10

 
⑷ その他 企画提案書

上記以外で有効かつ独創性のある提案が

なされているか。
5

 価格について 業務価格 見積書 提案内容に応じた能率的な価格であるか。 5

 
合計点 100


